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工事成績採点の考査項目別運用表
［記入方法］ＯＫであれば□にレマークを、ＯＫでない場合は×マークを記入し、対象外の場合は－を記入する。

令和 ６年４月１日改訂
別紙－３① 土木用（第３評定者）
考査項目 ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ

3.出来形及 □出来形の測定が、必 □出来形の測定が、必 □出来形の測定が、必 □出来形の測定が、必 □出来形の測定が、必 □出来形の測定が、必
び出来ばえ 要な測定項目について 要な測定項目について 要な測定項目について 要な測定項目について 要な測定項目について 要な測定項目について

所定の測定基準に基づ 所定の測定基準に基づ 所定の測定基準に基づ 所定の測定基準に基づ 所定の測定基準に基づ 所定の測定基準や規格
Ⅰ.出来形 き行われており、測定 き行われており、測定 き行われており、測定 き行われており、測定 き行われており、測定 値を満足せず、不適合

値が規格値を満足し、 値が規格値を満足し、 値が規格値を満足し、 値が規格値を満足し、 値が規格値を満足し、 に該当する。
そのばらつきが規格値 そのばらつきが規格値 そのばらつきが規格値 そのばらつきが規格値 ａ～ｂ’(ｂ～ｂ’ )注

の概ね５０％以内で、 の概ね５０％以内で、 の概ね８０％以内で、 の概ね８０％以内で、 に該当しない。
下記の「評価対象項目」 下記の「評価対象項目」 下記の「評価対象項目」 下記の「評価対象項目」
の５項目以上が該当す の４項目が該当する。 の４(４ )項目以上が該 の３(３ )項目が該当注 注

る。 当する。 する。
※ばらつきの判断は別紙－４参照
別紙－３の作成は別紙－５により行う。

主たる工種 （１） （２） （３）

ばらつき判断の可否 ・ばらつき判断できる ・ばらつき判断できない。（いずれかを○で囲む）

注 測定結果の打点数が少なく、ばらつき判断できない場合は「評価対象項目」のみで評価するものと
し、（ ）内の評価項目の数で評価する。

ばらつき判定 測定項目名（ ）測定値数（ 点）・・①
規格値の５０％以内の数（ 点）・・② ②／①＝ 割（８割以上が該当）
〃 ８０％以内の数（ 点）・・③ ③／①＝ 割（８割以上が該当）

ばらつき判定結果 ・５０％以内 ・８０％以内 ・８０％超 （いずれかを○で囲む）

【評価対象項目】
□ １．出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図表を工夫し、作成されていることが確認できる。
□ ２．不可視部分の出来形が写真・資料等で的確に判断できる。
□ ３．自社の管理基準を設定し、適切に管理している。
□ ４．写真管理基準の管理項目を満足している。
□ ５．出来形管理図、出来形結果表が漏れなく作成されている。
□ ６．□５．を満足し、竣工図及び出来形管理図表が検測値に差違なく、適正に作成されていることが確認できる。
□ ７．出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。
□ ８．その他（理由 ）

●判断基準
① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。 ばらつき判断できる ばらつき

② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 50% 80% 80% 判断でき

③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準 以内 以内 超 ない

及び規格値に基づき所定の出来形を確認する管理体系である。 評価 ５項目以上 ａ
ｂ ｂ

④ その他は、１～７以外の項目で特に評価する場合などについて、独 項目 ４ 項 目 ａ’
ｃ

自に設定するものとする。 数 ３ 項 目 ｂ’ ｂ’ ｂ’
２項目以下 ｃ ｃ ｃ
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別紙－３⑱ （第３評定者）
考査項目 工 種 ａ ａ’ ｂ ｂ’ ｃ ｄ

3.出来形及 港湾築 □ 評価対象項目の履行状況（評価値）と品質関係の試験結果のばらつきとから判断する。 □ 品質関係の試験
び出来ばえ 造工事 結果が規格値、試験

（浚渫、 【関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験】 基準を超え不適合に
Ⅱ.品質 海岸築 ※ばらつきの判断は別紙－４参照。 該当する。

造工事 別紙－３の作成は別紙－５により行う。
を含む）

【評価対象項目】
［共 通］
□ １．濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。
□ ２．既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。
□ ３．航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。
□ ４．材料等の品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。
□ ５．気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。
□ ６．設計図書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認で

きる。 ①当該「評価対象項目」のうち、
□ ７．作業船が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。 評価対象外の項目は削除する。
□ ８．その他（理由 ②削除項目のある場合は削除後の評
［浚渫・床掘関係］ 価項目数を母数として比率（％）
□ ９．土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工していることが確 計算の値で評価する。

認できる。 ③評価値（ ％）＝該当項目数（ ）
□１０．設計図書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認で ／対象評価項目数（ ）

きる。 ④なお、削除後の評価対象項目数が
□１１．潮位及び潮流、波浪等の状況を十分把握して施工されていることが確 ２項目以下の場合はｃ評価とする。

認できる。
□１２．土質改良を適切に行っていることが記録で確認できる。
□１３．土捨場土量に制約がある場合、適切な土量で、許容範囲に精度良く平坦に仕上がっていることが確認できる。
□１４．土捨場に制約がなく、深掘しても周辺構造物に影響がない場合、今後の埋没も考慮し、深く平坦に仕上がっ

ていることが確認できる。
□１５．土質に対して、適正な船舶、機械を使用し、周辺環境への影響を最小限に押さえていることが確認できる。

（大型船による施工で、作業日数短縮等も含む）
□１６．浚渫・床掘時に濁り防止に十分注意して、漏出がないように施工していることが確認できる。
□１７．浚渫工又は床掘工において、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的

な作業が可能な作業船を選定していることが確認できる。
□１８．土砂運搬において、施工の効率、周辺海域の利用状況を考慮して、土砂の運搬経路を決定していることが

確認できる。
□１９．床掘工において、底面、法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置換材と同等以上の材料で埋め戻

しを行っていることが確認できる。
□２０．置換材の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認ができる。
□２１．砲弾等の爆発物が発見された場合、関係機関への報告が速やかになされていることか確認できる。
□２２．その他（理由 ）

次ページに続く
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3.出来形及 港湾築 ［地盤改良関係］
び出来ばえ 造工事 □２３．改良材料の管理記録が整理され、品質管理を適切に行っていることが記録で確認でき、設計図書の仕様を

（浚渫、 満足していることが確認できる。
Ⅱ.品質 海岸築 □２４．浮泥を巻き込まないよう置換材を投入していることが確認できる。

造工事 □２５．サンドドレーン・砕石ドレーン、ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ及びﾛｯﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝが連続した一様な形状・品質に施工
を含む） されていることが打込記録等により確認できる。

□２６．ペーパードレーンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打込記録等により確認できるとと
もに、打設を完了したペーパドレーンの頭部が保護され、排水効果が維持されていることが確認できる。

□２７．深層混合処理の打込記録から、設計図書に定められている事項が確認できる。
□２８．前記以外の改良工法について、記録から設計図書に定められている事項が確認できる。
□２９．盛上り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。
□３０．捨石、被覆石等の石材は、扁平細長でなく、風化凍壊の恐れのないものが使用されていることが確認できる。
□３１．施工面から浮泥等の品質の害となるものを除去してから施工されていることが確認できる。
□３２．マットの施工が平滑に仕上げられていることが記録により確認できる。
□３３．捨石、被覆及び根固め石の施工が平滑に仕上げられていることが確認できる。
□３４．その他（理由 ）
［マット、捨石及び均し関係］
□３５．捨石、被覆石など材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。
□３６．マットが破損なく所定の幅で重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。
□３７．捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないよう堅固に施工され、記録により確認できる。
□３８．裏込めが既設構造物及び砂防目地板の破損がなく、記録により確認できる。
□３９．その他（理由 ）
［本体：杭及び矢板、控工関係］
□４０．鋼材の規格・数量が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。
□４１．鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆装面に損傷を与えないよう、適切に処理されていることが確認できる。
□４２．杭及び矢板に損傷や修復痕がなく施工されていることが確認できる。
□４３．杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。
□４４．腹起し材を全長にわたり規格の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させていること

が確認できる。
□４５．タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。
□４６．溶接及び切断の品質管理に関して設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□４７．その他（理由 ）
［本体：ケーソン据付、ブロック据付関係］
□４８．ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われていることが確認できる。
□４９．ケーソン据付に先立ち、気象、海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。
□５０．ケーソン据付等及び中詰において、ケーソンおよび既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。
□５１．ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付に先立ち、気象、海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。
□５２．ブロック据付等において、ブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。
□５３．ケーソンえい航に先立ち、気象、海象等を十分調査し、適切な時期を選定されていることが確認できる。
□５４．ケーソンえい航に先立ち、上蓋、安全ネット又は吊り足場等を設置し、墜落防止の措置を講じていることが

確認できる。
□５５．ケーソン注水時の隔室の水頭差が１ｍ以内になるように管理されていることが確認できる。
□５６．ケーソン仮置き、据付の時期について、設計図書を満足するよう実施されていることが確認できる。
□５７．中詰において、海上漏出がないように施工されていることが確認できる。
□５８．その他（理由 ）

次ページに続く
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3.出来形及 港湾築 ［コンクリート関係］
び出来ばえ 造工事 □５９．ｺﾝｸﾘｰﾄの配合試験及び試験練りを行っており、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質（強度、水セメント比、最大骨材粒径、

（浚渫、 塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。
Ⅱ.品質 海岸築 □６０．ｺﾝｸﾘｰﾄ受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。

造工事 □６１．圧縮強度試験に使用したｺﾝｸﾘｰﾄ供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。
を含む）□６２．施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め方法及び養生方法が、定められた条件を

満足していることが確認できる。（寒中及び暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ等を含む）
□６３．ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認で

きる。
□６４．ｺﾝｸﾘｰﾄの打設前に、打継ぎ目処理を適正に行っていることが確認できる。
□６５．鉄筋（PC鋼材含む）の品質が、証明書類で確認できる。
□６６．鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□６７．ｺﾝｸﾘｰﾄ打設までに錆、泥、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。
□６８．鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□６９．圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。
□７０．ｺﾝｸﾘｰﾄの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□７１．ｽﾍﾟｰｻｰの品質及び個数が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□７２．ｽﾍﾟｰｻｰを適切に配置し、鉄筋の被りを確保していることが確認できる。
□７３．プレビーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□７４．使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。
□７５．PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□７６．プレストレッシング時のｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
□７７その他（理由 ）

●判断基準

ばらつきで判断可能 ばらつきで

50%以下 80%以下 80%を超える 判断不可能

90％以上 a a’ b a’
評

75％以上 90％未満 a’ b b’ b
価

60％以上 75％未満 b b’ c b’
値

60％未満 b’ c c c

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。
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令和５年４月１日改訂
別紙－３㊲ （第３評定者）
考査項目 工 種 ａ ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている
3.出来形 防護柵工事 ●評価対象項目 ●判断基準
及び出来 □１．通りが良い。 該当５項目以上・・・ａ
ばえ □２．端部処理が良い。 該当４項目・・・・・ｂ

□３．部材表面に傷及び錆が無い。 該当３項目・・・・・ｃ
Ⅲ .出 来 □４．既設構造物等とのすりつけが良い。 該当２項目以下・・・ｄ
ばえ □５．きめ細やかに施工されている。

□６．全体的な美観が良い。
標識工事 ●評価対象項目 ●判断基準

□１．設置位置に配慮がある。 該当４項目以上・・・ａ
□２．標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 該当３項目以上・・・ｂ
□３．標識板及びその支柱に傷や変色が無い。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．支柱基礎が入念に埋め戻されている。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．全体的な取り扱いがしやすい。

区画線等配置工事 ●評価対象項目 ●判断基準
□１．塗料の塗布が均一である。 該当４項目以上・・・ａ
□２．視認性が良い。 該当３項目以上・・・ｂ
□３．接着状態が良い。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．施工前の清掃が入念に実施されている。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．全体的な美観が良い。

造園工事 ●評価対象項目 ●判断基準
□１．施設構造物の肌、通り及び収まり等仕上げの状態が良い。 該当４項目以上・・・ａ
□２．路面表層部の平坦性が良い。 該当３項目・・・・・ｂ
□３．遊具等の作動が安全でかつ良好に作動する。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．維持管理等の配慮が良い。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．全体的な景観が良い。

下水道工事 ●評価対象項目 ●判断基準
□１．管渠の通りが良い。 該当５項目以上・・・ａ
□２．施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 該当４項目・・・・・ｂ
□３．インバートが滑らかに仕上げられている 該当３項目・・・・・ｃ
□４．マンホール天端が周辺の表面勾配に合致するように仕上げ 該当２項目以下・・・ｄ

られている。
□５．舗装の平坦性が良い。
□６．全体的な仕上げが良い。

港湾築造工事 ●評価対象項目 ●判断基準
（海岸築造工事を □１．構造物の通りが良い。 該当５項目以上・・・ａ
含む） □２．施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 該当４項目・・・・・ｂ

□３．構造物の表面及び端部の仕上げが良い。 該当３項目・・・・・ｃ
□４．構造物等のきめ細やかな施工がなされている。 該当２項目以下・・・ｄ
□５．全体的な美観が良い。
□６．クラックが無い。（コンクリート工事が含まれる場合）

港湾浚渫工事 ●評価対象項目 ●判断基準
（地盤改良工事を □１．規定された水深・勾配又は改良深度等が確保されている。 該当４項目以上・・・ａ
含む） □２．施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 該当３項目・・・・・ｂ

□３．施工後の表面及び底面等の全体的な仕上げが良い。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．浚渫及び盛上り等の土砂が適切に処理されている。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．きめ細やかに施工されている。


